
▽
重
点
推
進
項
目

①
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防

　
止

　●

信
号
を
守
る
、
横
断
歩
道
を
渡
る

　
な
ど
、
基
本
的
な
交
通
ル
ー
ル
を

　
守
り
ま
し
ょ
う
。

　●

自
宅
付
近
の
慣
れ
た
道
で
も
、
油

　
断
せ
ず
、
左
右
の
安
全
を
確
認
し

　
て
横
断
す
る
な
ど
、
他
の
交
通
に

　
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　●

外
出
時
に
は
、
明
る
く
目
立
つ
服

　
装
を
心
掛
け
、「
反
射
材
」
を
身
に

　
付
け
て
車
の
運
転
者
に
「
自
分
の

　
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
」
し
ま
し
ょ
う
。

②
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

　●

夕
暮
れ
で
も
、
必
ず
ラ
イ
ト
を
点

　
灯
し
ま
し
ょ
う
。

　●

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
、
周
り
の

　
安
全
を
し
っ
か
り
確
認
し
て
運
転

　
し
ま
し
ょ
う
。

　●

次
の
よ
う
な
「
自
転
車
の
禁
止
行

　
為
」
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

＊
信
号
無
視
、
夜
間
の
無
灯
火
運

　
転
、
傘
差
し
運
転
、
飲
酒
運
転
、

　
歩
道
で
の
歩
行
者
妨
害
、
運
転
中

　
の
携
帯
電
話
、
イ
ヤ
ホ
ン
・
ヘ
ッ

　
ド
ホ
ン
の
使
用

③
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

　●

重
大
事
故
の
原
因
と
な
る
速
度
超

　
過
、
無
理
な
追
い
越
し
、
割
り
込

　
み
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　●

二
輪
車
の
性
能
や
自
己
の
運
転
技

　
能
を
過
信
す
る
こ
と
な
く
、
カ
ー

　
ブ
の
手
前
で
は
十
分
に
速
度
を
落

　
と
す
な
ど
、
安
全
運
転
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

　●

ヘ
ル
メ
ッ
ト
は
正
し
く
着
用
し
、

　
自
分
の
体
を
守
り
ま
し
ょ
う
。
胸

　
部
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
も
有
効
で
す
。

④
飲
酒
運
転
の
根
絶

　●

飲
酒
運
転
は
悪
質
な
犯
罪
で
す
。

　
「
飲
ん
だ
ら
乗
ら
な
い
・
乗
る
な

　
ら
飲
ま
な
い
」
を
絶
対
に
守
り
ま

　
し
ょ
う
。

　●

二
日
酔
い
で
も
飲
酒
運
転
で
す
。

　
運
転
す
る
前
日
は
深
酒
を
控
え
ま

　
し
ょ
う
。

　●

車
を
運
転
す
る
人
に
酒
を
勧
め
た

　
り
、
飲
酒
し
て
い
る
人
に
車
を
貸

　
し
た
り
、
飲
酒
運
転
の
車
に
同
乗

　
す
る
こ
と
も
犯
罪
で
す
。
絶
対
に

　
や
め
ま
し
ょ
う
。

⑤
違
法
駐
車
対
策
の
推
進

　●

違
法
駐
車
は
、
渋
滞
や
交
通
事
故

　
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
な
り
ま

　
す
。
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　●

短
時
間
の
駐
車
で
も
必
ず
パ
ー
キ

　
ン
グ
メ
ー
タ
ー
や
駐
車
場
を
利
用

　
し
ま
し
ょ
う
。

　●

車
や
二
輪
車
で
外
出
す
る
際
は
、

　
あ
ら
か
じ
め
駐
車
場
の
場
所
を
確

　
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▽
12
月
の
交
通
事
故
の
特
徴

　●

年
間
で
最
も
交
通
事
故
死
者
数
や

　
交
通
事
故
件
数
が
多
い
。
平
成
24

　
年
の
全
交
通
事
故
死
者
数
は
、
約

　
２
割
が
12
月
に
発
生
し
て
お
り
、

　
最
少
月
（
２
月
、
３
月
）
の
約
３

　
倍
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　●

高
齢
者
の
交
通
事
故
死
者
数
が
多

　
い
。
平
成
24
年
12
月
の
交
通
事
故

　
死
者
数
の
う
ち
、
約
７
割
が
高
齢

　
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　●

年
末
の
慌
し
さ
の
中
で
、
運
転
が

　
「
急
ぎ
の
心
理
」
に
な
り
が
ち
で

　
す
。
気
持
ち
を
引
き
締
め
て
行
動

　
し
ま
し
ょ
う
。

▽
反
射
材
の
有
効
性
な
ど

　●

反
射
材
は
、
車
の
ラ
イ
ト
な
ど
が

　
当
た
る
と
光
を
反
射
し
ま
す
。
運

　
転
者
は
、
反
射
材
を
着
け
て
い
る

　
人
を
遠
く
か
ら
発
見
す
る
こ
と
が

　
で
き
ま
す
。

　●

反
射
材
を
腕
や
足
な
ど
、
動
く
部

　
分
に
着
け
る
と
、
よ
り
効
果
が
あ

　
り
ま
す
。

　●

反
射
材
は
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
、

　
日
用
雑
貨
店
な
ど
で
扱
っ
て
い
ま

　
す
。

　●

反
射
材
に
は
、
靴
の
か
か
と
や
、

　
自
転
車
の
泥
よ
け
部
分
に
貼
る
シ

　
ー
ル
タ
イ
プ
、
カ
バ
ン
に
取
り
付

　
け
る
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
タ
イ
プ
、
反

　
射
材
付
き
衣
服
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

　
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。

▽
自
転
車
も
交
通
事
故
を
起
こ
せ
ば

　
刑
事
・
民
事
上
の
責
任
を
問
わ
れ

　
ま
す
。
ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
安
全

　
に
自
転
車
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
　

　●

自
転
車
側
の
高
額
賠
償
例

＊
歩
道
の
な
い
下
り
坂
を
走
行
中
、

　
正
面
か
ら
来
た
歩
行
者
と
衝
突
。

　
歩
行
者
は
重
度
の
後
遺
障
害
（
神

　
戸
地
裁
。
平
成
25
年
７
月
４
日
判

　
決
、
賠
償
額
約
９
５
０
０
万
円
）

＊
夜
間
、
携
帯
電
話
を
操
作
し
な
が

　
ら
無
灯
火
で
走
行
中
、
歩
行
者
に

　
追
突
。
歩
行
者
は
重
度
の
後
遺
障

　
害
（
横
浜
地
裁
。
平
成
17
年
11
月

　
25
日
判
決
、
賠
償
額
約
５
千
万

　
円
）

※
自
転
車
も
、
損
害
賠
償
保
険
な
ど

　
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

▽
問
合
せ
　
五
日
市
警
察
署
（
☎
５

　
９
５
・
０
１
１
０
）
、
福
生
警
察

　
署
（
☎
５
５
１
・
０
１
１
０
）
、

　
地
域
防
災
課
防
災
安
全
係

　
口
座
振
替
は
、
納
め
忘
れ
や
納
付

順
を
間
違
え
る
飛
び
越
し
納
付
の
心

配
が
な
く
、
金
融
機
関
窓
口
な
ど
で

待
た
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
大
変

便
利
な
制
度
で
す
。

▽
申
込
み
手
続
き
　
口
座
振
替
を
希

　
望
す
る
金
融
機
関
の
窓
口
か
市
役

　
所
の
窓
口
に
預
貯
金
通
帳
と
登
録

　
印
を
お
持
ち
に
な
り
、
口
座
振
替

　
依
頼
書
に
記
入
、
押
印
の
上
申
し

　
込
ん
で
く
だ
さ
い
（
市
外
の
金
融

　
機
関
で
申
し
込
む
場
合
は
口
座
振

　
替
依
頼
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
ご

　
連
絡
く
だ
さ
い
）
。

▽
問
合
せ
　
徴
税
課
徴
税
係

　
障
が
い
者
週
間
の
一
環
と
し
て
、

映
画
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
期
日
　
12
月
８
日
（日）

▽
場
所
・
時
間

①
秋
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
ふ
れ
あ

　
い
ホ
ー
ル
…
午
前
10
時
30
分
（
10

　
時
開
場
）

②
五
日
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
３
階

　
ま
ほ
ろ
ば
ホ
ー
ル
…
午
後
２
時

　
（
１
時
30
分
開
場
）

▽
定
員

①
秋
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
…
２
０

　
０
人
（
先
着
順
）

②
五
日
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
…
１

　
５
０
人
（
先
着
順
）

▽
上
映
作
品
　
「
39
窃
盗
団
」

　●

映
画
の
内
容
…
ダ
ウ
ン
症
の
兄
と

　
発
達
障
が
い
を
持
つ
弟
が
主
役
の

　
コ
メ
デ
ィ
ー
映
画
で
す
。

▽
費
用
　
無
料

▽
問
合
せ
　
あ
き
る
野
市
地
域
自
立

　
支
援
協
議
会
事
務
局
「
あ
す
く
」

　
（
☎
５
３
２
・
１
７
９
３
）

　
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

度
（
マ
ル
親
）
の
該
当
者
判
定
の
所

得
対
象
年
が
平
成
26
年
１
月
１
日
か

ら
平
成
24
年
中
の
所
得
に
な
り
ま
す
。

所
得
制
限
額
を
超
過
し
て
い
た
た
め
、

12
月
ま
で
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

助
成
制
度
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
方

も
該
当
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
窓
口
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
（
表
の
所
得
制
限
額
参
照
）
。

　
現
在
、
医
療
証
を
お
持
ち
で
、
８

月
、
11
月
に
現
況
届
の
手
続
き
を
行

っ
て
い
な
い
方
は
、
早
め
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
　
18
歳
に
な
っ
た
日
の
属
す

　
る
年
度
の
末
日
以
前
（
障
が
い
児

　
は
20
歳
未
満
）
の
児
童
を
監
護
し

　
て
い
る
父
か
母
ま
た
は
養
育
者

　
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

　
方
（
所
得
制
限
額
以
下
の
方
）

　●

父
母
が
離
婚

　●

父
か
母
が
死
亡
　

　●

父
か
母
が
重
度
の
障
が
い
者
な
ど

▽
助
成
内
容

　●

市
民
税
非
課
税
世
帯
…
保
険
診
療

　
に
係
わ
る
患
者
負
担
相
当
額
を
助

　
成
（
患
者
負
担
な
し
）

　●

市
民
税
課
税
世
帯
…
保
険
診
療
に

　
係
わ
る
患
者
負
担
額
１
割
を
除
い

　
た
額
を
助
成

※
制
度
の
対
象
と
な
る
の
は
、
児
童

　
を
監
護
し
て
い
る
方
と
そ
の
児
童

　
で
す
。
た
だ
し
、
市
民
税
課
税
世

　
帯
の
う
ち
、
小
学
生
か
中
学
生
に

　
つ
い
て
は
、
義
務
教
育
就
学
児
医

　
療
制
度
（
マ
ル
子
）
の
助
成
内
容

　
が
有
利
と
な
る
の
で
、
申
請
の
際

　
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

　●

は
ん
こ

　●

健
康
保
険
証
（
制
度
の
対
象
者
全

　
員
の
も
の
）

　●

平
成
25
年
度
課
税
証
明
書
（
平
成

　
24
年
１
月
２
日
以
降
、
あ
き
る
野

　
市
に
転
入
し
た
方
の
み
）

　●

要
件
に
よ
っ
て
は
そ
の
他
の
書
類

　
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
申
請
・
問
合
せ
　
子
育
て
支
援

　
課
・
子
育
て
支
援
係
、
五
日
市
出

　
張
所
市
民
総
合
窓
口
係
（
申
請
の

　
み
）

　
市
内
で
は
６
人
の
人
権
擁
護
委
員

が
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
人
権
週
間
に
合
わ
せ

て
、
人
権
身
の
上
相
談
を
実
施
し
ま

す
。
家
庭
や
近
隣
な
ど
で
の
悩
み
ご

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
人
権
擁
護
委
員

　●

伊
藤
宗
武
さ
ん
（
入
野
）

　●

関
田
正
幸
さ
ん
（
下
代
継
）

　●

肥
後
く
め
子
さ
ん
（
草
花
）

　●

本
堂
節
子
さ
ん
（
山
田
）

　●

三
上
裕
子
さ
ん
（
野
辺
）

　●

渡
邊
祐
一
さ
ん
（
平
沢
）

▽
「
人
権
身
の
上
相
談
」
（
予
約

　
制
）

　●

日
時
…
12
月
６
日
（金）
　
午
後
１
時

　
30
分
〜
４
時
30
分

　●

場
所
…
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
３
階
会

　
議
室

　●

内
容
…
い
じ
め
、
差
別
、
家
庭
で

　
の
悩
み
ご
と
な
ど
に
関
す
る
相
談

　●

申
込
み
・
問
合
せ
…
市
民
課
市
民

　
相
談
窓
口
係
（
直
通
５
５
８
・
１

　
２
１
６
）

　
こ
の
調
査
は
、
わ
が
国
の
工
業
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
で
、
統
計
法
に
基
づ
く

報
告
義
務
が
あ
る
重
要
な
調
査
で

す
。
調
査
の
結
果
は
中
小
企
業
施
策

や
地
域
振
興
等
、
国
や
地
方
公
共
団

体
な
ど
の
行
政
施
策
の
基
礎
資
料
と

し
て
利
活
用
さ
れ
ま
す
。

※
調
査
票
に
記
入
い
た
だ
い
た
内
容

　
は
、
統
計
作
成
の
目
的
以
外
（
税

　
の
資
料
な
ど
）
に
使
用
す
る
こ
と

　
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
対
象
　
市
内
の
製
造
事
業
所
を
対

　
象
に
、
12
月
31
日
時
点
で
実
施
し

　
ま
す
。

▽
調
査
方
法
　
調
査
を
お
願
い
す
る

　
事
業
所
に
は
、
12
月
中
に
調
査
員

　
が
調
査
票
を
配
付
し
、
来
年
１
月

　
に
回
収
に
伺
い
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
総
務
課
庶
務
係

納
税
な
ど
に
は

便
利
な
口
座
振
替
制
度
を

　
　
　
ご
利
用
く
だ
さ
い

工
業
統
計
調
査
を

　
　
　
　
　
実
施
し
ま
す

扶養親族の人数
申請者本人の
所得額

扶養義務者の
所得額

０人 １９２万円 ２３６万円

１人 ２３０万円 ２７４万円

２人 ２６８万円 ３１２万円

３人以上 １人増すごとに３８万円を加算

※条件により所得から控除できる金額があります。

表　所得制限額


